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1 採用情報通知（二国間交流事業（共同研究・セミナー）） 
 
     （所属機関担当者のみ可能） 

採用情報を代表者に通知をするには、以下の手順に従います。 

採用情報を代表者に通知すると、代表者は実施計画書を作成できるようになります。 

 

① 「所属機関担当者向けメニュー」画面で［採用後手続］をクリックします。 

 
 

② 「採用後手続きメニュー」画面が表示されます。 

［採用情報管理］をクリックします。 
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③ 「採用情報検索」画面が表示されます。 

検索条件（事業分類：二国間交流事業、年度：2026 等）を入力し、［検索実行］をクリックしま

す。 

 

④ 「採用情報一覧」画面が表示されます。 

対象課題のラジオボタン“する”を選択し［代表者への採用情報の通知］をクリックします。 

一度に採用課題全てを通知する場合は[全て選択]をクリックした後、［代表者への採用情報の通

知］をクリックしてください。 

 

※ 代表者が既に実施計画等を作成済みの場合は、採用情報を通知できません。 
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⑤ 「採用情報通知」画面が表示されます。 

所属機関事務連絡担当者、受託機関情報を入力し、［次へ進む］をクリックします。 

※所属機関事務連絡担当者、受託機関情報は日本学術振興会側で登録を行います。 

変更等あればnikokukan@jsps.go.jpまでお知らせください。 

 
 

 

⑥ 「採用情報通知完了」画面が表示されます。［ＯＫ］をクリックします。 
 

 

⑦ 電子申請システム上で実施計画書の作成が開始できる状態になった旨、代表者に電子メールが

届きます。 
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2 実施計画書情報管理（二国間交流事業（共同研究・セミナー）） 
 

2.1 実施計画書の確定・送信 

（所属機関担当者のみ可能） 

代表者から提出された実施計画書の内容を確認し、日本学術振興会へ提出（送信）するた

め、実施計画書の確定・送信をするには、以下の手順に従います。 

 

① 「所属機関担当者向け」メニュー画面で、［採用後手続］をクリックします。 

 
 

② 「採用後手続メニュー」画面が表示されます。 

［実施計画・実施報告情報管理］をクリックします。 
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③ 「実施計画・実施報告情報検索」画面が表示されます。 

検索条件（事業分類：二国間交流事業、年度：2026 等）を入力し、表示区分の項目でラジオボタ

ン“実施計画情報を表示”を選択して、「検索実行」をクリックします。 

 

 

④ 「実施計画・実施報告情報一覧」画面が表示されます。 

対象事業のラジオボタン“する”を選択し、［確定・送信］をクリックします。 
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⑤ 「実施計画・実施報告送信」画面が表示されます。 

＜承認に当たって受託機関の長が確認すべきこと＞の内容を確認し、チェックを入れると［Ｏ

Ｋ］がクリックできるようになります。 

［ＯＫ］をクリックします。 

※対象課題がセミナーのみの場合はチェックボタンがありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「実施計画・実施報告送信完了」画面が表示されます。 

［ＯＫ］をクリックします。 
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2.2 実施計画書のダウンロード 

（所属機関担当者、部局担当者両方可能） 

実施計画書をダウンロードするには、以下の手順に従います。 

 

① 「実施計画・実施報告情報一覧」画面で、対象課題の［確認］をクリックします。 

 
 

② 「実施計画・実施報告ダウンロード」画面が別ウインドウで表示されます。 

必要な書類の「ダウンロード」をクリックします。ダウンロード終了後、「閉じる」をクリックしま

す。 
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2.3 実施計画書の却下 

（所属機関担当者、部局担当者両方可能） 

代表者が所属機関に提出した実施計画書を、内容の不備等の理由により却下するには、以

下の手順に従います。 

 

① 「実施計画・実施報告情報一覧」画面で、対象課題の［却下］をクリックします。 

 
 

② 「実施計画・実施報告却下確認」画面が表示されます。却下理由を入力し、［却下］をクリッ

クします。 

 

却下理由は入力必須項目です。 
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③ 「実施計画・実施報告却下完了」画面が表示されます。 

［ＯＫ］をクリックします。所属機関が実施計画書を却下した旨、電子申請システムより自動で代表

者に電子メールが送信されます。 
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2.4 実施計画書の却下理由確認 

（所属機関担当者、部局担当者両方可能） 

日本学術振興会に却下された場合は「修正依頼」のリンクをクリックすると「実施計画・

実施報告却下理由確認」画面が表示され、日本学術振興会の却下理由を確認することができ

ます。「申請者へ依頼」ボタンをクリックすると「実施計画・実施報告却下確認」画面が表

示され、却下理由の入力を行うことが出来ます。 
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